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１ はじめに

わが国経済は、自律的回復に向けた動きがみられるものの、急速な円高やデ

フレ、雇用環境など、全体として厳しい状況にあり、今後の先行きについても、

景気の下押しリスクが強まっており、景気の減速感が懸念され、厳しい状況が

予測されます。

本市の平成２１年度は、税収が法人市民税の大幅減などにより前年度比５％

減収となる一方で、景気悪化や少子高齢化により扶助費が８％増加し、加えて

４月からの中核市移行による新たな財政需要も大きくなり、地方交付税や臨時

財政対策債、減収補てん債などで対処する状況となりました。

平成２２年度以降も景気の先行き不透明感から税収に大幅な伸びが期待でき

ない一方で、安心・安全な社会への期待の高まりから、老人医療や介護、育児

支援の更なる充実、震災対策の推進、また地球環境にやさしい循環型社会への

取り組みなど、財政需要はますます増大・複雑化しています。

今後も社会経済環境の変化に伴い、高度化・多様化した行政需要に柔軟かつ

迅速に対応し、政策課題を着実に実行するとともに、中核市としてふさわしい

財政基盤の強化を図り、自覚と責任を持った都市経営を進めていくことが求め

られています。

本市は、大津市総合計画基本構想に定めた将来都市像「人を結び、時を結び、

自然と結ばれる 結の湖都 大津」を実現するため、現下の厳しい財政状況を

乗り切り、将来にわたり持続可能な行政システムの構築と自主・自律性の高い

自治体経営を目指すとともに、健全財政を堅持するため、平成２１年１０月に

「大津市中期財政計画」を策定しました。

本計画は毎年度見直すこととしており、この度、所要の見直しを行ったもの

です。なお、計画期間は平成２２年度から平成２８年度までの７年間としてい

ますが、今回の見直しにあたり、大津市総合計画の第２期実行計画及び（新）

行政改革プランの前期集中改革プランとの整合性を強化するため、平成２２年

度から平成２４年度までの３年間と、平成２５年度から平成２８年度までの４

年間に分割することとしました。今後、より正確な財政予測を行い、健全な財

政運営に努めていきます。
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総合計画、（新）行政改革プラン、中期財政計画の計画期間

大津市総合計画基本構想

総 合 計 画

第３期実行計画

（４年間）

第２期実行計画

（３年間）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２８

行政改革大綱

（新）行政改革プラン

(後期)集中改革プラン

（４年間）

（前期）集中改革プラン

（３年間）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２８

（新）中期財政計画

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２８

毎年 ローリング

中期財政計画（７年間）

Ｈ２４ Ｈ２５

（３年間） （４年間）
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２ 中期財政計画の目標

中期財政計画は、中長期的なまちづくりの展望のもとに予定する諸施策や

構想を着実に推進するため、その基礎となる堅実な財政運営の指針とします。

具体的な目標は下記のとおりとします。

（１）大津市総合計画第２期実行計画について、計画事業の着実かつ計画的な

実施を推進します。

（２）（新）大津市行政改革プランに基づく行財政運営の適正化を促進し、財

政の健全化を推進します。

（３）多種多様な市民ニーズに対し、安定的で効率的な行政サービスを提供

し、持続可能な財政基盤を確立するための運営指針とします。

３ 計画の基本的事項

（１）計画期間

平成２２年度から平成２８年度までの７年間

ただし、第２期実行計画と前期集中改革プランの整合を図るため、平

成２２年度から平成２４年度の３年間と、平成２５年度から平成２８年

度までの４年間に分割します。

（２）対象会計

一般会計

普通会計 葬儀事業特別会計

堅田駅西口土地区画整理事業特別会計の一部

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

（３）推計のベース

・推計のベースは、平成２１年度決算額及び平成２２年度決算見込額

（平成２２年９月現在）とします。

・税制及び国・県補助制度等は、現行制度が継続するものとして推計し

ます。

（４）参考数値

内閣府試算の「経済財政の中長期試算」における経済成長率等を参考

とします。（名目経済成長率 慎重：１％台半ば、成長戦略：３％）

（５）繰入金及び繰越金

年度間の財政調整手段に用いる財政調整基金等の取り崩しによる繰

入金や繰越金は見込まないものとします。
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４ 推計の前提条件

歳 入

（１）市税

① 個人市民税

現下の経済情勢等から、平成２３年度は前年度見込対比１％の伸びを見込み、

平成２４年度以降は前年度対比２％の伸びを見込みます。

② 法人市民税

現下の経済情勢等から、平成２３年度は前年度見込対比２％の伸びを見込み、

平成２４年度以降も同様に２％の伸びを見込みます。

③ 固定資産税及び都市計画税

現下の経済情勢等から、平成２３年度は前年度見込対比１％の伸びを見込み、

評価替年度である平成２４年度以降は前年度対比０％とします。

④ その他の市税（事業所税、軽自動車税、市たばこ税等）

平成２３年度に市たばこ税の減収を見込み、平成２４年度以降、その他の税

目を含め、前年度対比０％とします。

市税の今後の推移
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Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

億円

（２）地方譲与税及び交付金

過去の伸び率や経済成長率から、平成２３年度以降の伸び率を前年度対比

０％から２％の範囲で見込みます。
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（３）地方交付税

① 普通交付税は各年度で基準財政収入額と基準財政需要額を見込んで算出し

ます。ただし、平成２２年度の別枠加算や地域活性化・雇用等臨時特例費」は

見込みません。

② 特別交付税は過去の実績から今後も８億円ペースで推移すると見込みます。

地方交付税の推移
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億円

（４）国県支出金

扶助費の増加（子ども手当を除く）に伴う国県支出金の増加を見込み、扶助

費以外の国県支出金は事業施行年度に相当分の国県支出金を見込みます。

ただし、国土交通省が所管する社会資本整備総合交付金については、現行事

業で適用される補助率等で算定しています。

（５）市債

① 現行の地方債制度により推計します。

② 臨時財政対策債と退職手当債を除いた事業債は、平成２２年度決算見込み

をベースに大型公共事業等の事業施行年度に相当額を見込みます。

③ 退職手当債の発行は見込みません。

市債の推移
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（６）繰入金

① 退職手当金の財源に充てるため、毎年度２億円の職員退職手当基金からの

取り崩しに伴う繰入金を見込みます。

② 財政調整基金と減債基金は、取り崩さないものとして見込みます。

歳 出

（１）人件費

平成２２年度決算見込額のうち、退職手当金を除いた人件費（１８４億８百

万円）が平成２３年度以降も推移すると見通した上で、これに各年度の退職手

当金を加えた額を見込みます。

（２）扶助費

過去３年間の平均伸び率が６．９％であること、保育所定員の増、乳幼児や

子ども医療費助成の拡充等を勘案して、平成２３年度以降は、子ども手当を除

いた伸び率を７％と見込みます。

（３）公債費

① 既発債は決算統計の資料より、新発債は大型公共事業の見通しを勘案して見

込みます。ただし、社会資本整備総合交付金事業については、現行の地方債

制度により推計しています。

② 平成２２年度以降の新発債の利率は、財政融資、地方公共団体等金融機構、

銀行等資金の近年の金融情勢から，年利２．５％と見込みます。

公債費の推移
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（４）物件費

特別要因を除いた過去５年間の平均的な伸び率が今後も推移すると想定し、

平成２３年度以降の伸び率を２％と見込みます。

（５）維持補修費

過去５年間の平均的な伸び率が今後も推移すると想定し、平成２３年度以降

の伸び率を３％と見込みます。

（６）補助費等

特別要因を除いた過去５年間の平均的な伸び率をもとに、平成２２年度から

公共下水道事業の企業会計への移行に伴う繰出金、その他企業会計への繰出金

を含め、平成２３年度以降の伸び率を３％と見込みます。ただし、産業廃棄物

処理公社の解散経費等は反映します。

（７）積立金

平成２３年度以降、毎年度、庁舎整備基金を１億円、財政調整基金を２億円

の積立てを見込みます。

（８）繰出金

過去３年間の平均的な伸び率と診療報酬や介護報酬の伸び予測を踏まえ、平

成２３年度以降の伸び率を３％と見込みます。ただし、市場使用料の減免や雄

琴駅周辺土地区画整理事業終了等の特別要因は反映します。

（９）投資的経費

道路や河川の改修費、施設の補修費など毎年一定の経費が見込まれるものに

ついては平成２３年度以降の伸び率を０％としますが、第２期実行計画等に計

上しているごみ処理施設等の大型公共事業は事業施行年度に相当額を見込み

ます。また、「土地開発公社の経営の健全化に関する計画書」に基づき、土地

開発公社保有資産の引き取りを計画的に進めるため、平成２３年度以降、毎年

度３億円の用地取得費を見込みます。
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投資的経費の推移
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５ ７年間の収支見通し（普通会計）

単位 : 百万円

年 度
H21

決算

H22

決算見込
H23 H24 H25 H26 H27 H28

市税 49,374 48,302 48,756 49,242 49,739 50,245 50,761 51,288

歳 譲与税・交付金 5,098 4,893 4,920 4,831 4,859 4,888 4,917 4,946

地方交付税 8,857 11,570 9,335 9,678 9,703 10,022 10,318 10,489

国県支出金 23,239 24,673 23,120 25,604 26,667 30,081 30,684 30,460

市債 8,992 10,959 8,584 10,624 10,123 13,478 14,184 10,547

入 その他 7,678 9,233 9,252 7,326 7,402 7,484 7,573 7,666

計(A) 103,238 109,630 103,967 107,305 108,493 116,198 118,437 115,396

人件費 20,296 20,784 20,564 19,973 20,098 20,320 20,490 20,390

歳 扶助費 19,658 25,442 26,933 28,528 30,235 32,062 34,016 36,108

公債費 12,317 11,904 12,107 12,096 11,780 11,684 10,780 11,508

投資的経費 9,185 11,696 10,543 14,095 13,382 19,818 20,343 14,552

繰出金 11,884 11,199 8,479 7,775 8,009 8,245 8,469 8,725

出 その他 28,410 28,502 27,684 26,779 27,419 28,075 28,748 29,438

計(B) 101,750 109,527 106,310 109,246 110,923 120,204 122,846 120,721

収支(A)-(B) 1,488 103 △ 2,343 △ 1,941 △ 2,430 △4 ,006 △ 4,409 △ 5,325

H22 から H28 の 7 年間の収支不足額 △4,181 △16,170 △20,351

H23 から H28 の 6 年間の収支不足額 △4 ,284 △16,170 △20,454

６ 収支試算における課題

今回の試算では、第２期実行計画と前期集中改革プランの期間である平成

２４年度までの２年間で約４３億円、第３期実行計画及び後期集中改革プラ

ンの期間である平成２５年度からの４年間で約１６２億円の収支不足がそ

れぞれ見込まれ、期間全体の今後６年間では約２０５億円の収支不足が見込

まれる厳しい財政状況が予測されます。
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また、地方交付税の今後の動向や財源調整のための基金の減少に加え、国

と地方の役割分担の地域主権改革や、時代の変化に伴う新たな行政需要の増

大も予想されます。これらに柔軟に対応するためには、大津市行政改革プラ

ンに基づく強力な取り組みにより効率的な行政運営を行うことが必要です。

加えて、事務事業の客観的な見直し手法である行政評価システムを強化す

ることで業務のスリム化を図り、事業の選択と集中により、効果的な事業費

の配分を行う必要があります。

７ 財政運営の健全性確保のための方策

前述６の課題に対応するとともに、本市財政の健全性維持確保のため、平

成２２年２月に策定した「（新）大津市行政改革プラン」と整合性を図りつ

つ、以下の方策に取り組みます。

（１）財政基盤の充実強化に向けた取り組み

① 未収金の収納率の向上

市税、保育料、使用料等の未収金については、負担の公平・公正の観

点から徴収率向上対策を徹底して行います。

② 使用料等の見直し

使用料等については、料金体系や減免制度の見直しを行い、受益者負

担の公平化・適正化を図ります。

③ 計画的な基金の活用

年度間の財源調整や緊急かつ重要な行政需要、将来の市債償還などに

対応するための財政調整基金や減債基金、また将来予想される施設の大

規模改修等に備えるための公共施設等整備基金、さらに団塊世代の大量

退職に備えた退職手当基金等を効果的に活用します。

④ 財産の有効活用

自主財源の確保の観点から、公共的利用が見込めない用地については、

積極的に処分します。

（２）行政と民間の役割分担の見直し

① 行政の関与の見直し
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市民主体のまちづくりを進める観点から、市民協働推進のための方

策を構築します。

② 外部委託、指定管理者制度の推進

集中改革プランに基づき、行政の役割を明確にしたうえで、住民ニ

ーズ等の変化や民間市場の成熟化等により、行政が実施するサービス

の中でも外部活力の活用が有効なものについては、積極的に外部委託

や指定管理者制度を推進します。

（３）事務事業の効率化

① 予算の分権化（事業単位の枠配分予算）の推進

庁内分権の趣旨から権限と責任を明確にし、自主・自律性のある予

算を編成するため、平成２２年度予算から事業単位での枠配分予算編

成を実施しました。

② 定員管理、給与水準の適正化

行政機能のスリム化や行政サービスの提供方法の見直しに応じた計

画的な職員数の縮減に努めるとともに、能力や実績に応じた給与制度等

の継続的な見直しを図ります。また、職員の健康管理の観点からも時間

外勤務手当の一層の縮減に努めます。

③ 物件費の抑制

調査研究や設計等の業務委託については、職員自ら能力を発揮すべき

業務を安易に委託することがないよう、全ての委託業務について見直し

を図ります。

④ 補助金及び扶助費等の見直し

行政評価の活用を図り、目的や効果を十分検証し、抜本的な見直しを

図るとともに、社会情勢を踏まえた基準額の検証や所得制限の導入検討

などの見直しを図ります。

⑤ 公営企業会計等の経営の健全化

特別会計や企業会計においては、「特定の歳入をもって事業を実施す

る」原則を徹底し、経営努力による事務事業や事業費の見直しなどによ

り、一般会計からの繰出金等の抑制を図ります。

⑥ 投資的経費の抑制とコスト縮減

投資の選択と集中により総額を抑制するとともに、工事手法の見直し

による工事コストの縮減に努めます。
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（４）財政指標の目標設定

財政の健全性を確保するため、各種財政指標の中でも、経常収支比率、

実質公債費比率、将来負担比率、市債残高について目標値を設定し、健

全性維持の目安とします。

経常収支比率 ９０％以下（平成２８年度）

実質公債費比率 １１％以下（平成２８年度）

将来負担比率 １２０％以下（平成２８年度）

市債残高（臨時財政対策債を除く）

７７０億円以下（平成２８年度）

◎ 財政運営の健全性確保のための取組目標

単位：百万円

項 目
H22

見込
H23 H24 H25 H26 H27 H28

未収金の徴収率向上 556 558 560 570 580 590 600

歳 使用料等の見直し 6 50 50 50 50 50 50

入 市有財産の有効活用 50 50 50 50 50 50 50

小 計 612 658 660 670 680 690 700

予算の分権化 318 350 350 700 700 1,050 1,050

定員管理の適正化 70 210 220 240 260 300 330

歳 時間外勤務の縮減 34 78 109 109 109 109 109

公営企業会計の健全化 48 500 390 180 870 970 940

出 投資的経費の抑制 1,024 115 247 367 479 613 773

その他 101 92 97 97 102 102 102

小 計 1,595 1,345 1,413 1,693 2,520 3,144 3,304

合 計 2,207 2,003 2,073 2,363 3,200 3,834 4,004

23 年度から 28 年度の目標額 4,076 13,401 17,477
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以上の取り組み目標を達成することによって、第２期実行計画及び前期集

中改革プランの取組期間である平成２４年度までの２年間に見込まれる約

４３億円の収支不足のうち、当面約４１億円の解消を目指します。

また、全期間である平成２８年度までの６年間に見込まれる約２０５億円

の収支不足のうち、当面約１７５億円の解消を目指します。

毎年度取組項目の検証を行いローリングする中で、今後の経済情勢などに

より多額の収支不足が発生し、これを解消できないと判断した場合には、い

わゆるハコモノの新設等について凍結する場合もあります。

さらに、投資的経費全般についても、可能な限り国や県の補助金等が財源

として見込めるものに限定し、一般財源や市債だけを財源とした施設整備に

ついては抑制する方針で臨みます。
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資 料 編

本市の財政運営において、常に注視していかなければならない指標として、

経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率、市債残高の４指標を参考資料

として下記に掲載しました。

１ 経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指標で、市税など毎年経常的に収入される財源が、

義務的経費など毎年経常的に支出される経費に充当される割合を示します。

投資的経費を抑制する一方で、扶助費などの義務的経費の増嵩や一般行政経

費の比重が高まることから、予断を許さない状況が続くと予測されます。

年々、財政構造の硬直化が進んでいることを踏まえ、今後、さらに一般行政

経費をはじめとする経常経費の抑制に努め、弾力性を保持した財政運営を図っ

ていくことが肝要です。

経常収支比率の推移 単位:％

Ｈ２0

実績

Ｈ２1

実績

Ｈ２２

見込
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

86.7 87.7 83.7 87.9 89.4 89.6 89.6 89.2 91.9

経常収支比率の推移

80.0
82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
94.0

Ｈ２0 Ｈ２1 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

％
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２ 実質公債費比率

実質公債費比率は、借入金の返済額を指標化し、当該地方公共団体の資金繰り

の深刻度を示すもので、一般会計が償還している市債以外に特別会計で償還して

いて、一般会計がその一部を繰出金として負担しているものを含めて算入してい

ます。投資的経費の抑制による市債発行額の減少に取り組んでおり、引き続き、

選択と集中による歳出の削減に努め、この指標の良化を図ってまいります。

実質公債費比率の推移（３ヶ年平均） 単位:％

Ｈ２０

実績

Ｈ２１

実績

Ｈ２２

見込
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

13.6 12.3 11.6 11.4 11.7 11.8 11.5 11.4 11.6

実質公債費比率(3ヶ年平均)の推移

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

％



- 16 -

３ 将来負担比率

将来負担比率は、一般会計の借入金や将来支出しなければならない可能性のある

負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来、本市の財政を圧迫する恐れが高い

かどうかを示すものです。

公営企業債等の繰入額や土地開発公社等の負債額等の抑制に努めているものの、市

債残高が増加することから、将来負担比率の上昇が避けられない傾向が予測され、今

後の動向に注視することが肝要です。

将来負担比率の推移 単位:％

Ｈ２０

実績

Ｈ２１

実績

Ｈ２２

見込
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

119.9 98.1 99.1 106.7 111.8 109.6 114.1 122.7 125.2

将来負担比率の推移

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

％
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４ 市債残高

市債残高は、平成２１年度末で約１，０９８億円（普通会計）となっています。

このうち交付税の振替である臨時財政対策債の残高は２５０億円であり、これを除く

と８４８億円となります。今後も臨時財政対策債の発行が余儀なくされるため、建設

事業債の新規発行を抑制し、計画的な償還に努めます。

市債残高の推移 単位:億円

Ｈ２０

実績

Ｈ２１

実績

Ｈ２２

見込
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

(1,110)

888

(1,098)

848

(1,101)

824

(1,084)

750

(1,088)

715

(1,126)

722

(1,183)

751

(1,239)

781

(1,259)

777

＊ 上段（ ）は臨時財政対策債を含む市債残高

下段は臨時財政対策債を除く市債残高

市債残高の推移

600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

億円
市債残高

市債残高（臨財債除く）


